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第 ４ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２４年４月１９日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市美里庁舎 ２階 会議室１ 

 

出 席 部 会 委 員  2野田
の だ

 久
ひさ

忠
ただ

・3太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・4 眞
ま

弓
ゆみ

 純一
すみかず

・5赤塚
あかつか

  薫
かおる

 

6青木
あ お き

 正司
しょうじ

・7伊藤
い と う

 征一
せいいち

・9奥山
おくやま

 正夫
ま さ お

・11後藤
ご と う

  勝
かつ

 

13阪
さか

  芳一
よしいち

・17牧野
ま き の

 礼
れい

吉
きち

・18増地
ま す じ

 和久
かずひさ

・19村
むら

治
じ

 隆史
た か し

 

23清水
し み ず

  清
きよし

・24中林
なかばやし

 長一
ちょういち

41西口
にしぐち

 正國
まさくに

・47 田中
た な か

 千福
かずよし

 

以上１６名 

欠 席 委 員  14 清水
し み ず

 文
ぶん

兵衛
べ え

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・草深次長・竹田主事 

           

総 合 支 所  河芸：服部主査 美里：谷川主査 安濃：紀平主査 

          芸濃：後藤副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  5 赤塚
あかつか

 薫
かおる

・23 清水
し み ず

 清
きよし

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第６号 農業生産法人の新規登録について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第５号 非農地証明願について 

 議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第４回第１農地部会をはじめます。本日の欠席者は 14 清水委員 

１名、出席者は１６名で本農地部会は成立しております。では、議事録署名者

を私のほうから指名させていただきます。 

      5 赤塚薫委員・23 清水清委員よろしくお願いいたします。 

       それでは、まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号か

ら６号まで件数及び合計面積につきまして、事務局から一括して報告をお願い

いたします。 

 

事 務 局   議案書の 1ページから２ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第３条の３第 1項の規定による届出についてでございます。 

これらにつきましては、相続により取得した農地の届出でございます。 

件数は５件、合計面積は２７，６８９㎡で、その内訳は、田が２６,７６６㎡、

畑が９２３㎡でございます。 

いずれの案件もあっせん等の希望はございません。 

３ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１、恐れ入りますが地区を養正から敬和に訂正をお願いします。 

届出者     、申請地海岸町    番 、台帳地目田、現況地目宅地、

面積２，１８１㎡。 

これにつきましては、昭和５２年４月に会社の倉庫を建築し、駐車場として

も利用してきたものです。 

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

番号２、地区藤水、届出者     、申請地藤方八ヶ坪    番 、台帳

地目・現況地目とも田、面積７７０㎡、外１筆で合計１，５４０㎡。 

これにつきましては、現在、下水道工事の資材置き場として一時転用として  

賃貸しておりますが、そのままバラスを敷いて貸し駐車場として利用しようと

するものです。 

番号３、地区香良洲、届出者     、申請地香良洲町川原新起   番 、

台帳地目畑、現況地目宅地、面積４９２㎡ 

これにつきましては、昭和４５年頃、木造瓦葺平屋建９０㎡の居宅を建築し  

たものです。 

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

番号４、地区香良洲、届出者     、申請地香良洲町中タダラ    番、

台帳地目田、現況地目水路、面積１３㎡、外３筆で合計５１０.８５㎡。 

これにつきましては、それぞれの筆を平成２年頃より水路として、昭和４４  

年頃より道路として、平成５年頃と平成８年頃より共同住宅の敷地の一部とし

て利用しているものです。 

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

以上件数は４件で、 ４，７２３．８５㎡ 内容は田が ４，２３１．８５㎡ 

畑が ４９２㎡でございます。 
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４ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移

転）、でございます。 

番号１と番号２は関連案件でございますので一括して説明させていただき 

ます。 

番号１、地区藤水、受け人     、渡し人     、申請地垂水    

丸山   番、台帳地目・現況地目とも田、面積１５６㎡外２筆で合計４９２

㎡。 

番号２、地区藤水、受け人     、渡し人     、申請地垂水    

丸山    番、台帳地目・現況地目とも田、面積５２２㎡。 

これらにつきましては、受人は渡人より申請地を譲受け、約１００㎡の仮設  

事務所、資材置き場、約１５台分の駐車場として利用しようとするものです。 

番号３、地区高茶屋、受け人     、渡し人     、申請地高茶屋

小森町向山    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１５６㎡外１筆で合

計３１８㎡。 

これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲受け、建築面積１３３．５  

㎡の一般住宅を建築しようとするものです。 

番号４、地区高茶屋、受け人     、渡し人     、申請地高茶屋

小森町犬塚    番、台帳地目畑、現況地目宅地、面積１４５㎡。 

これにつきましては、昭和４５年頃に、宅地を拡大して庭にしてしまったも  

のです。 

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

番号５、地区香良洲、受け人     、渡し人     、申請地香良洲

町新開地    番、台帳地目畑、現況地目田、面積６９４㎡外１筆で合計１，

０６０㎡。 

これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲受け、延べ約１００㎡の戸 

建て住宅２戸を建築しようとするものです。 

以上件数は５件で２，５３７㎡ その内容は田が １，０１４㎡畑が １，５  

２３㎡ でございます。 

５ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

番号１、地区一身田、借り人     、貸し人     、申請地一身田

上津部田タノ坪    番、台帳地目田・現況地目雑種地、面積２７０㎡外１

筆で合計４０７㎡。 

これにつきましては、借人は貸人より申請地を賃貸借し、有料老人ホーム及  

びデイサービスセンターを建設しようとするものです。 

なお、届出地につきましては、平成２２年３月頃に貸し人の亡き夫が近隣マ 

ンションの修繕工事に伴う関係者の駐車場として一時的に貸付け、また平成２

３年４月からは県立博物館の工事関係者の駐車場として貸しつけてしまってい

るものです。 

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

以上件数は、１件で４０７㎡その内容は田でございます。 

６ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）、でございます。 
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番号１、地区栗真、受け人     、渡し人     、申請地栗真中山

町北垣内    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積４１９㎡。 

これにつきましては、借り人は貸し人より申請地を使用貸借し、軽量鉄骨２  

階建のべ床面積１２６．４９㎡の居宅１棟を建設しようとするものです。 

以上、件数は 1件で ４１９㎡内容は畑でございます。 

７ページをお願いいたします。 

報告第６号 農業生産法人の新規登録についてでございます。 

番号１、     、主たる耕作物水稲、耕作面積 田６５ｈａ。  

以上件数は１件で、組織形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要  

件のすべてを満たしているものと判断されます。 

以上で説明を終わります 

 

議  長   ありがとうございました。事務局より報告があったとおりでございますので、

よろしくお願いします。 

       続きまして、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）、事務局の説明をお願いいたします。 

        

 

事 務 局   ８ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区櫛形、受け人     、面積１２，０６８㎡、渡し人     、

面積２，１８３㎡、申請地産品宮ノ前    番、台帳地目・現況地目とも畑、

面積９９㎡。  

これにつきましては、渡人は夫の死亡により相続登記をする際に申請地は既 

に受人へ売却済であることを受人と双方で確認したものであります。 

番号２、地区雲出、受け人     、面積７，６６５㎡、渡し人     、

面積３４３㎡、申請地雲出本郷町雲成寺    番、台帳地目・現況地目とも

田、面積３４３㎡。  

これにつきましては、渡人は高齢による労働力不足のため甥にあたる受人へ 

申請地を贈与しようとするものです。 

また受人はこれにより経営を拡大しようとするものです。 

番号３、地区大里、受け人     、面積２４，７４８㎡、渡し人     、

面積２４，７４８㎡、申請地大里睦合町蟹田    番、台帳地目・現況地目

とも畑、面積２３４㎡ 外１筆で合計２６４㎡。  

これにつきましては、受人は父である渡人より申請地の贈与を受け、経営を

若返らせようとするものです。 

番号４、地区草生、受け人     、面積４，９６９㎡、渡し人     、

面積５，２２１.３㎡、申請地安濃町草生蔵垣内    番、台帳地目・現況地

目とも田、面積８５㎡。   

これにつきましては、渡人は、申請地が道路の用地買収の残地で面積が少な 

く、土地の利用価値がないため、申請地の隣接で耕作しており営農を拡大しよ

うとする受人に申請地を譲渡しようとするものです。 

番号５、地区草生、受け人     、面積５，２２１.３㎡、渡し

人     、面積５，２２１.３㎡、申請地安濃町草生小婦化    番、台
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帳地目・現況地目とも田、面積９０９㎡ 外１１筆で合計５１９８.３㎡。 

これにつきましては、渡人は高齢で労働力不足のため、申請地を受人へ生前  

贈与し経営を若返らせようとするものです。 

以上件数は５件で５，９８９.３㎡その内訳は田が ４，８４３.３㎡ 畑が 

１，１４６㎡でございます。 

いずれの案件も、農業をまじめに行い農機具も保有しており、周辺の農地に 

影響もなく農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意

見を伺います。それでは、１番の櫛形。 

 

野田委員   １番 野田でございます。特に問題ございません。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、雲出。 

 

奥山委員   ９番 奥山です。何ら問題ないので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番は私でございます。親子関係でございまして、何ら問題なかろうと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

       ４番、５番、草生。 

 

清水委員   はい、２３番、清水です。現地を確認しましたが、何ら問題ないので、ご承

認をお願いします。以上です。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       地元委員さんからは、異議のない旨の発言ございました。 

       皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい。ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第１号については、許可することに決定し

ます。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １０ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員 

会許可）でございます。 

番号１、地区安東、申請者     、申請地長岡町茶木原    番、台

帳地目畑、現況地目雑種地、面積８７１㎡。 

これにつきましては、申請者は、平成１５年８月に申請地を相続した頃から 

隣接の資材置き場が手狭になり、畑の一部も資材置き場として利用し現在に至

っているものです。 
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始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区高野尾、申請者     、申請地高野尾町北出    番、

台帳地目畑、現況地目雑種地、面積２４９㎡。 

これにつきましては、昭和５２年２月頃農業用倉庫を建築しましたが、申  

請者の父が亡くなり、申請者は桑名に住んでおり、通作が困難で平成３年１０

月頃より稲作をやめてしまったことから、農業用機械等は全て処分し、自家用

車の車庫兼一般倉庫として利用してきたものです。 

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は２件で１，１２０㎡、その内訳は、畑でございます。 

農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。 

       地元委員さんの意見を伺います。１番、安東。 

 

太田委員   ３番 太田です。今、事務局の報告のとおりでございます。どうぞよろしく

お願いいたします 

 

議  長   ありがとうございました。２番、高野尾。 

 

赤塚委員   ５番 赤塚です。私、現地確認に行きまして、また、地元の農業振興部会で

審議いたしました結果、何も問題ないのでよろしくお願いします。 

 

議  長   それではお諮りいたしますが、皆さん方、これにつきましていかがでござい

ましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第２号について許可することに決定いたし

ました。ありがとうございました。 

       それでは、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可・所有権移転）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委 

員会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区高野尾、受け人     、渡し人     、申請地高野尾

町新出    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積６６２㎡  

これにつきましては、受人は、現在の居住地から農地まで距離があるため、

渡人より申請地を譲受け、農家住宅と農業用倉庫を建築しようとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区椋本、受け人     、渡し人     、申請地芸濃町椋
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本東豊久野    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２，０４４㎡外２筆

で合計２，８２１.４３㎡  

これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲受け、約８８台分の駐車  

場を整備しようとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区草生、受け人     、渡し人     、申請地安濃町草

生板カス    番、台帳地目畑、現況地目雑種地、面積２５４㎡。 

これにつきましては、平成１８年頃より児童公園として利用し、現在に至  

っているものです。 

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区村主、受け人     、渡し人     、申請地安濃町今

徳天野山    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積４７㎡  

これにつきましては、受人は、子ども達の成長により自宅の駐車場が手狭  

になってきたので、渡人より申請地を譲受け、自家用車２台分の駐車場にしよ

うとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区村主、受け人     、渡し人     、申請地安濃町今

徳山出    番、台帳地目畑、現況地目公衆用道路、面積４７㎡  

これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲受け、申請地の西隣の所  

有地への進入路としようとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は５件で３，８３１.４３㎡その内訳は田が７７７.４３㎡ 畑が３， 

０５４㎡でございます。 

いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件の 

すべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。１番、高野尾。 

 

赤塚委員   ５番 赤塚です。私、現地確認に行きまして、また、地元の農業振興部会で

審議いたしました結果、何も問題ないのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、椋本。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。先日、会長、部会長、事務局と現地確認いたしましたと

ころ何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ３番、草生。 

 

清水委員   ２３番、清水です。３番、４番、５番、事務局の説明どおり何ら問題ないの

で、ご審議をお願いします。 

 

議  長   ４番、５番、村主。 
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清水委員   ４番、５番、も同じことで、問題ございません。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がござい

ました。皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございました。それでは異議なしと認め、議案第３号について許

可することに決定をいたします。 

       次に、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区豊津、借り人     、貸し人     、申請地河芸町影

重浜新田    番、台帳地目田、現況地目畑、面積１０４㎡外１筆で合計４

５０㎡。 

これにつきましては、工事のための現場事務所、駐車場、資材置き場とし  

て一時転用しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区村主、借り人     、貸し人     、申請地安濃町川

西世古    番、台帳地目・現況地目とも田、面積１４５㎡外２筆で合計４

５１.９１㎡。 

これにつきましては、借り人は、現在の重機資材置き場が手狭になったた  

め貸し人より申請地を賃借し、重機資材置き場として利用しようとするもので

す。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区明合、借人     、貸人     、申請地安濃町東観音

寺北浦    番、台帳地目・現況地目とも畑、４４㎡ほか１筆で合計５３５

㎡。  

これにつきましては、市の施設であるサンヒルズ安濃の専用駐車場として  

利用しようとするもので、駐車可能台数は２４台です。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は３件で１，４３６.９１㎡その内訳は田が９０１.９１㎡畑が５３

５㎡でございます。 

農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たし  

ていると考えます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。１番、豊津。 

 

阪 委 員   １３番 阪。これ先般、自分も事務局の方立ち会って、現場を確認したんで

すけど、特に問題ないと思うんで、よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、村主。 
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清水委員   ２３番、清水です。何ら問題ないので、ご審議をお願いします。 

 

議  長   ３番、明合。 

 

中林委員   ２４番 中林。ただいま事務局の説明がございましたとおり、特に問題ない

と思いますので、許可をいただきますようお願いいたします。 

 

議  長   それではお諮りいたしますが、皆さん方、これらにつきましていかがでござ

いましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第４号について許可することに決定いたし

ました。ありがとうございました。 

       続きまして第５号議案、非農地証明願について事務局の説明をお願いいたし

ます。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第５号 非農地証明願についてでございます。 

      番号１、地区大里、願出者     、申請地大里睦合町大掛    番、

台帳地目畑、現況地目宅地、面積１，６２９㎡、外４筆で合計６，７９７㎡。 

これにつきましては、願出者は昭和４７年に豚舎等を建設し、現在に至っ  

ているものです。 

昭和６３年に国土地理院が撮影した空中写真撮影記録証明書が添付されて 

おり、これら物件が確認されますことから、２０年が経過していると判断され

ます。 

       津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規程により

建物若しくは工作物の建造等がなされており、当該土地が農地以外に供され２

０年以上経過している要件に該当しております。 

 番号２でございますが、こちらにつきましては、添付資料が不十分なため、

添付を求めておりますことから、資料が提出されるのを待ち、来月まわしとさ

せていただきたいと思います。 

番号３、地区安西、願出者     、申請地芸濃町北神山血解    番、

台帳地目畑、現況地目雑種地、面積１，４７２㎡、外 1 筆で合計２，２５９㎡ 

これにつきましては、願出者の弟が申請地で養豚を営んでいましたが、労  

働力不足のため平成２年頃に廃業し、雑草や灌木が繁茂し原野化しているもの

です。 

願出者はこの件に関与しておりませんでしたが、相続により地目が未だ畑 

になっていることが判明したものです。 

平成４年に国土地理院が撮影した空中写真撮影記録証明書が添付されてお 

り、これら物件が確認されますことから、２０年が経過していると判断されま

す。 

津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規程により建

物若しくは工作物の建造等がなされており、当該土地が農地以外に供され２０

年以上経過している要件に該当しております。 
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番号２が抜けましたので、訂正を願います。 

       件数は２件で９，０５６㎡その内訳は田が２，１２８㎡ 畑が６，９２８㎡

でございます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。１番は、私でございます。何ら問題なかろうと思

います。よろしくお願いいたします。 

       ３番、安西。 

 

増地委員   １８番 増地です。先日、会長、部会長、事務局と現地確認いたしましたと

ころ何ら問題ないと思いますので、これ、よろしくお願いいたします。 

 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、５号議案について証明す

ることに決定いたします。 

       次に、別冊でお配りしました議案第６号、農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明をお願いいたし

ます。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

表紙を１枚めくっていただいた集計表をご覧ください。 

右下の合計欄に掲げてありますように、今月は、総合計で、８４件２８３，

６７３㎡の集積がありました。 

その内容は、貸借関係のみでございます。 

地区別の状況を、一番下の合計欄でご説明いたします。 

       津地区は、２３件で４５，６８２㎡、その内訳は、田が４４，１０１㎡、畑

が１，５８１㎡でございます。 

       河芸地区は、４件で１０，３０３㎡、その内訳は、田が９，９０８㎡、畑が

３９５㎡でございます。 

 安濃地区は、２７件で１４６，９２１㎡、その内訳は、田が１３８，７０５

㎡、畑が８，２１６㎡でございます。 

       芸濃地区は、２４件で６６，８７５㎡、その内訳は、田が６１，５４７㎡、

畑が５，３２８㎡でございます。 

       美里地区は、６件で１３，８９２㎡、その内容は、田でございます。 

       香良洲地区は、今回は該当がございません。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて２６８，１５３㎡で、

畑の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて、１５，５２０㎡で、総合計が８４

件で２８３，６７３㎡となっております。 
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       賃貸借と使用貸借の内訳はご覧のとおりでございます。 

       認定農業者への集積状況は、３３件で１３０，５７９㎡となっております。 

なお、整理番号４３番、    さんの集積案件につきましては、御本人が

先日(４月５日)にお亡くなりになり、取下げの申し出をいただきましたので抹

消させていただいております。集計表につきましては訂正済みでございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 
議  長   事務局の説明が終わりました。皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計

画の決定について、適正であると認め、市長に進達することにいたします。 

       以上で、本部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、第４回第１農地部会を閉会します。 

 

                             午前１０時４２分 

  

 

 

上記は、第４回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２３年４月２１日 

 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              

 

 


